
○
内
閣
府
令
第

号

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
十
四
号
）
及
び
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基

づ
き
、
銀
行
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

銀
行
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
特
定
社
債
に
準
ず
る
有
価
証
券
）

（
特
定
社
債
に
準
ず
る
有
価
証
券
）

第
十
二
条
の
二

法
第
十
条
第
二
項
第
五
号
の
二
に
規
定
す
る
有
価
証
券
と
し
て

第
十
二
条
の
二

法
第
十
条
第
二
項
第
五
号
の
二
に
規
定
す
る
有
価
証
券
と
し
て

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令

第
三
百
二
十
一
号
）
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
三
項
に
規

第
三
百
二
十
一
号
）
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
三
項
に
規

定
す
る
有
価
証
券
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
金
融
商
品
取

定
す
る
有
価
証
券
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
金
融
商
品
取

引
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も

引
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も

の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成

の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成

十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
四
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
が

十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
四
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
が

、
金
銭
債
権
（
法
第
十
条
第
二
項
第
五
号
の
二
に
規
定
す
る
金
銭
債
権
を
い
う

、
指
名
金
銭
債
権
又
は
指
名
金
銭
債
権
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
で
あ
る
も

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
金
銭
債
権
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益

の
と
す
る
。

権
で
あ
る
も
の
と
す
る
。
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（
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
信
用
金
庫
の
付
随
業
務
）

（
信
用
金
庫
の
付
随
業
務
）

第
五
十
条

［
略
］

第
五
十
条

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
五
号
の
二
に
規
定
す
る
有
価
証
券
と
し
て
内
閣
府

４

法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
五
号
の
二
に
規
定
す
る
有
価
証
券
と
し
て
内
閣
府

令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百

令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百

二
十
一
号
）
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

二
十
一
号
）
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

有
価
証
券
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第

有
価
証
券
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第

二
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限

二
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限

る
。
）
で
あ
つ
て
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年

る
。
）
で
あ
つ
て
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年

内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
四
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
が
、
金
銭

内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
四
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
が
、
指
名

債
権
（
法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
五
号
の
二
に
規
定
す
る
金
銭
債
権
を
い
う
。

金
銭
債
権
又
は
指
名
金
銭
債
権
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
で
あ
る
も
の
と
す

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
金
銭
債
権
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権

る
。

で
あ
る
も
の
と
す
る
。

［
５
～

略
］

［
５
～

同
上
］

12

12

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
る
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
事
業
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正

）
第
三
条

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
る
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
事
業
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成

五
年
大
蔵
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
信
用
協
同
組
合
等
の
併
せ
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
）

（
信
用
協
同
組
合
等
の
併
せ
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
）

第
一
条
の
三

［
略
］

第
一
条
の
三

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
号
の
二
に
規
定
す
る
有
価
証
券
と
し
て
内
閣
府

５

法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
号
の
二
に
規
定
す
る
有
価
証
券
と
し
て
内
閣
府

令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百

令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百

二
十
一
号
）
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

二
十
一
号
）
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

有
価
証
券
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
金
融
商
品
取
引
法
（

有
価
証
券
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
金
融
商
品
取
引
法
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲

げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
取
引
業

げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
取
引
業

等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
四
十
条
第

等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
四
十
条
第

一
号
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
が
、
金
銭
債
権
（
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
号

一
号
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
が
、
指
名
金
銭
債
権
又
は
指
名
金
銭
債
権
を
信
託

の
二
に
規
定
す
る
金
銭
債
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

す
る
信
託
の
受
益
権
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

金
銭
債
権
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

［
６
～

略
］

［
６
～

同
上
］

16

16

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
保
険
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
特
定
社
債
に
準
ず
る
有
価
証
券
）

（
特
定
社
債
に
準
ず
る
有
価
証
券
）

第
五
十
二
条
の
二

法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

第
五
十
二
条
の
二

法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二

で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二

十
一
号
）
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有

十
一
号
）
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有

価
証
券
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
あ
っ
て
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二

価
証
券
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
あ
っ
て
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二

条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る

条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る

。
）
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内

。
）
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内

閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
四
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
が
、
金
銭
債

閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
四
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
が
、
指
名
金

権
（
法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
金
銭
債
権
を
い
う
。
以

銭
債
権
又
は
指
名
金
銭
債
権
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
で
あ
る
も
の
と
す
る

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
金
銭
債
権
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
で

。

あ
る
も
の
と
す
る
。
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（
金
融
業
者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

総
理
府

第
五
条

金
融
業
者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年

令
第
三
十
一
号

大
蔵
省

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
貸
付
資
金
の
受
入
方
法
）

（
貸
付
資
金
の
受
入
方
法
）

第
二
条

金
融
業
者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
施
行

第
二
条

［
同
上
］

令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

次
に
掲
げ
る
金
銭
の
受
入
れ

二

［
同
上
］

イ

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
に
規
定

イ

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
に
規
定

す
る
特
定
目
的
会
社
（
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
資
産
流
動
化
計

す
る
特
定
目
的
会
社
（
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
資
産
流
動
化
計

画
に
お
い
て
金
銭
債
権
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第

画
に
お
い
て
指
名
金
銭
債
権
（
指
名
債
権
で
あ
っ
て
金
銭
の
支
払
を
目
的

三
編
第
一
章
第
七
節
第
一
款
に
規
定
す
る
指
図
証
券
、
同
節
第
二
款
に
規

と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
指
名
金
銭
債
権
を
信
託
す
る

定
す
る
記
名
式
所
持
人
払
証
券
、
同
節
第
三
款
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
記

信
託
の
受
益
権
を
流
動
化
の
対
象
と
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す

名
証
券
及
び
同
節
第
四
款
に
規
定
す
る
無
記
名
証
券
に
係
る
債
権
並
び
に

る
貸
付
債
権
（
貸
付
債
権
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
を
含
む
。
以
下
こ

電
子
記
録
債
権
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
の
対
価
と
し
て
の
金
銭
の
受
入
れ
で
あ

定
す
る
電
子
記
録
債
権
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

っ
て
、
当
該
特
定
目
的
会
社
が
す
る
同
法
に
規
定
す
る
特
定
社
債
券
又
は

金
銭
債
権
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
を
流
動
化
の
対
象
と
し
て
い
る
も

特
定
約
束
手
形
の
発
行
に
よ
り
受
け
入
れ
た
金
銭
が
、
一
連
の
行
為
と
し

の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
貸
付
債
権
（
貸
付
債
権
を
信
託
す
る
信
託
の
受

て
、
当
該
貸
付
債
権
の
譲
渡
の
対
価
に
充
て
ら
れ
る
も
の

益
権
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
の
対
価
と
し
て

の
金
銭
の
受
入
れ
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
目
的
会
社
が
す
る
同
法
に
規
定

す
る
特
定
社
債
券
又
は
特
定
約
束
手
形
の
発
行
に
よ
り
受
け
入
れ
た
金
銭

が
、
一
連
の
行
為
と
し
て
、
当
該
貸
付
債
権
の
譲
渡
の
対
価
に
充
て
ら
れ
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る
も
の

ロ

特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大

ロ

特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大

蔵
省
令
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
特
別
目
的
法
人
（

蔵
省
令
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
特
別
目
的
法
人
（

同
号
イ
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
の
う
ち
に
金
銭
債
権
又
は
金
銭
債
権
を
信

同
号
イ
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
の
う
ち
に
指
名
金
銭
債
権
又
は
指
名
金
銭

託
す
る
信
託
の
受
益
権
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
貸
付
債
権
の

債
権
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
貸

譲
渡
の
対
価
と
し
て
の
金
銭
の
受
入
れ
で
あ
っ
て
、
当
該
特
別
目
的
法
人

付
債
権
の
譲
渡
の
対
価
と
し
て
の
金
銭
の
受
入
れ
で
あ
っ
て
、
当
該
特
別

が
す
る
同
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
又
は
同
令
第
八
条
第
四
号
に
掲
げ
る
有

目
的
法
人
が
す
る
同
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
又
は
同
令
第
八
条
第
四
号
に

価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
又
は
第
十

掲
げ
る
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号

五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
発
行
に

又
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

よ
り
受
け
入
れ
た
金
銭
が
、
一
連
の
行
為
と
し
て
、
当
該
貸
付
債
権
の
譲

の
発
行
に
よ
り
受
け
入
れ
た
金
銭
が
、
一
連
の
行
為
と
し
て
、
当
該
貸
付

渡
の
対
価
に
充
て
ら
れ
る
も
の

債
権
の
譲
渡
の
対
価
に
充
て
ら
れ
る
も
の

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
特
定
資
産
に
関
す
る
事
項
）

（
特
定
資
産
に
関
す
る
事
項
）

第
十
八
条

法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

第
十
八
条

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

次
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
っ
て
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（

七

［
同
上
］

同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
ロ
の
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
内
容
が
確
定
し
て
い
な
い
と
き
、
又
は
第
三
号
か
ら
第
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
の
改
定
が
あ
り
得
る
場
合
は
、
そ
の
内
容
を

確
定
し
、
又
は
改
定
す
る
た
め
の
要
件
及
び
手
続

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
場
合

ロ

［
同
上
］

⑴

取
得
す
る
特
定
資
産
が
金
銭
債
権
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第

⑴

取
得
す
る
特
定
資
産
が
指
名
金
銭
債
権
（
指
名
債
権
で
あ
っ
て
金
銭

八
十
九
号
）
第
三
編
第
一
章
第
七
節
第
一
款
に
規
定
す
る
指
図
証
券
、

の
支
払
を
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
約
束

同
節
第
二
款
に
規
定
す
る
記
名
式
所
持
人
払
証
券
、
同
節
第
三
款
に
規

手
形
又
は
こ
れ
ら
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
の
み
で
あ
る
こ
と
。

定
す
る
そ
の
他
の
記
名
証
券
及
び
同
節
第
四
款
に
規
定
す
る
無
記
名
証

券
に
係
る
債
権
並
び
に
電
子
記
録
債
権
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
記
録
債
権
を
除
く
。
以
下
同
じ

。
）
若
し
く
は
約
束
手
形
又
は
こ
れ
ら
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
の

み
で
あ
る
こ
と
。

［
⑵
～
⑷

略
］

［
⑵
～
⑷

同
上
］
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ハ

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
場
合

ハ

［
同
上
］

⑴

第
一
号
の
特
定
資
産
の
内
容
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
よ
っ
て
特
定
が
可

⑴

第
一
号
の
特
定
資
産
の
内
容
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
よ
っ
て
特
定
が
可

能
な
金
銭
債
権
若
し
く
は
有
価
証
券
又
は
こ
れ
ら
を
信
託
す
る
信
託
の

能
な
指
名
金
銭
債
権
若
し
く
は
有
価
証
券
又
は
こ
れ
ら
を
信
託
す
る
信

受
益
権
で
あ
っ
て
、
一
定
の
条
件
に
基
づ
い
て
抽
出
さ
れ
る
資
産
を
、

託
の
受
益
権
で
あ
っ
て
、
一
定
の
条
件
に
基
づ
い
て
抽
出
さ
れ
る
資
産

特
定
目
的
会
社
が
将
来
継
続
し
て
取
得
す
る
場
合

を
、
特
定
目
的
会
社
が
将
来
継
続
し
て
取
得
す
る
場
合

［
⑵
・
⑶

略
］

［
⑵
・
⑶

同
上
］

八

［
略
］

八

［
同
上
］

（
特
定
資
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
事
項
）

（
特
定
資
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
事
項
）

第
十
九
条

法
第
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

第
十
九
条

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

受
託
者
等
が
特
定
資
産
に
つ
い
て
行
う
業
務
の
種
類
、
内
容
並
び
に
資
産

三

受
託
者
等
が
特
定
資
産
に
つ
い
て
行
う
業
務
の
種
類
、
内
容
並
び
に
資
産

対
応
証
券
の
保
有
者
、
特
定
借
入
れ
に
係
る
債
権
者
及
び
法
第
百
二
十
六
条

対
応
証
券
の
保
有
者
、
特
定
借
入
れ
に
係
る
債
権
者
及
び
法
第
百
二
十
六
条

本
文
に
規
定
す
る
特
定
社
債
管
理
者
（
特
定
社
債
に
物
上
担
保
を
付
す
場
合

本
文
に
規
定
す
る
特
定
社
債
管
理
者
（
特
定
社
債
に
物
上
担
保
を
付
す
場
合

は
、
担
保
付
社
債
信
託
法
第
一
条
に
規
定
す
る
信
託
会
社
）
の
利
害
に
関
係

は
、
担
保
付
社
債
信
託
法
第
一
条
に
規
定
す
る
信
託
会
社
）
の
利
害
に
関
係

す
る
事
項
（
特
定
資
産
が
金
銭
債
権
の
場
合
は
、
そ
の
回
収
の
方
法
を
含
む

す
る
事
項
（
特
定
資
産
が
指
名
金
銭
債
権
の
場
合
は
、
そ
の
回
収
の
方
法
を

。
）

含
む
。
）

［
四
～
七

略
］

［
四
～
七

同
上
］

（
業
務
の
委
託
）

（
業
務
の
委
託
）

第
九
十
条

法
第
二
百
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
資
産

第
九
十
条

法
第
二
百
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
資
産

は
、
次
に
掲
げ
る
資
産
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
資
産
と
す
る
。

-14-



［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
及
び
同
条
第

四

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
及
び
同
条
第

二
項
（
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と

二
項
（
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と

み
な
さ
れ
る
権
利
（
法
第
二
百
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
債
権
を
除
く

み
な
さ
れ
る
権
利
（
指
名
債
権
を
除
く
。
）

。
）

五

［
略
］

五

［
同
上
］

六

組
合
契
約
（
民
法
第
六
百
六
十
七
条
の
組
合
契
約
を
い
う
。
）
の
出
資
の

六

組
合
契
約
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六
百
六
十
七

持
分
（
第
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

条
の
組
合
契
約
を
い
う
。
）
の
出
資
の
持
分
（
第
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
も
の
に
限
る
。
）

［
七
～
十
七

略
］

［
七
～
十
七

同
上
］

（
特
定
資
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
事
項
）

（
特
定
資
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
事
項
）

第
百
九
条

法
第
二
百
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
百
九
条

［
同
上
］

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

受
託
信
託
会
社
等
又
は
受
託
者
等
が
特
定
資
産
に
つ
い
て
行
う
業
務
の
種

三

受
託
信
託
会
社
等
又
は
受
託
者
等
が
特
定
資
産
に
つ
い
て
行
う
業
務
の
種

類
及
び
内
容
並
び
に
受
益
証
券
の
権
利
者
の
利
害
に
関
係
す
る
事
項
（
特
定

類
及
び
内
容
並
び
に
受
益
証
券
の
権
利
者
の
利
害
に
関
係
す
る
事
項
（
特
定

資
産
が
金
銭
債
権
の
場
合
は
、
そ
の
回
収
の
方
法
を
含
む
。
）

資
産
が
指
名
金
銭
債
権
の
場
合
は
、
そ
の
回
収
の
方
法
を
含
む
。
）

［
四
～
七

略
］

［
四
～
七

同
上
］

別
表

特
定
資
産
の
内
容
の
記
載
事
項
表
（
第
十
八
条
、
第
百
七
条
、
第
百
十
九

別
表

特
定
資
産
の
内
容
の
記
載
事
項
表
（
第
十
八
条
、
第
百
七
条
、
第
百
十
九

条
関
係
）

条
関
係
）
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特
定
資
産
の
区

特
定
資
産
の
区

番
号

分

特

定

資

産

の

内

容

番
号

分

特

定

資

産

の

内

容

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

金
銭
債
権
（
信

１

当
該
金
銭
債
権
の
総
額
、
貸
付
債
権
、
売
掛

七

指
名
金
銭
債
権

１

当
該
指
名
金
銭
債
権
の
総
額
、
貸
付
債
権
、

託
の
受
益
権
を

債
権
そ
の
他
の
種
類
、
構
成
及
び
担
保
の
設
定

（
信
託
の
受
益

売
掛
債
権
そ
の
他
の
種
類
、
構
成
及
び
担
保
の

除
く
。
）

状
況
そ
の
他
当
該
金
銭
債
権
の
属
性
に
関
す
る

権
を
除
く
。
）

設
定
状
況
そ
の
他
当
該
指
名
金
銭
債
権
の
属
性

事
項

に
関
す
る
事
項

２

そ
の
他
当
該
金
銭
債
権
の
内
容
を
特
定
す
る

２

そ
の
他
当
該
指
名
金
銭
債
権
の
内
容
を
特
定

に
足
り
る
事
項

す
る
に
足
り
る
事
項

［
八
～
十
八

略
］

［
八
～
十
八

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
投
資
法
人
の
資
産
の
分
別
保
管
方
法
）

（
投
資
法
人
の
資
産
の
分
別
保
管
方
法
）

第
二
百
五
十
三
条

法
第
二
百
九
条
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法

第
二
百
五
十
三
条

［
同
上
］

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。

一

資
産
保
管
会
社
が
自
己
で
保
管
す
る
投
資
法
人
の
資
産
等
（
混
合
し
て
保

一

資
産
保
管
会
社
が
自
己
で
保
管
す
る
投
資
法
人
の
資
産
等
（
混
蔵
し
て
保

管
さ
れ
る
投
資
法
人
の
資
産
等
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

法
第

管
さ
れ
る
投
資
法
人
の
資
産
等
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

法
第

二
百
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
資
産
保
管
会
社
が
自
己
の
固
有
財
産
と
分
別

二
百
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
資
産
保
管
会
社
が
自
己
の
固
有
財
産
と
分
別

し
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
投
資
法
人
の
資
産
等
（
以
下
こ
の
条
に
お

し
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
投
資
法
人
の
資
産
等
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
投
資
法
人
資
産
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
自
己
の
固

い
て
「
投
資
法
人
資
産
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
自
己
の
固

有
財
産
で
あ
る
資
産
そ
の
他
の
投
資
法
人
資
産
等
以
外
の
資
産
（
以
下
こ
の

有
財
産
で
あ
る
資
産
そ
の
他
の
投
資
法
人
資
産
等
以
外
の
資
産
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
固
有
資
産
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
し

条
に
お
い
て
「
固
有
資
産
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
し

、
か
つ
、
当
該
投
資
法
人
資
産
等
に
つ
い
て
ど
の
投
資
法
人
の
資
産
等
で
あ

、
か
つ
、
当
該
投
資
法
人
資
産
等
に
つ
い
て
ど
の
投
資
法
人
の
資
産
等
で
あ

る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
方
法

る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
方
法

二

［
略
］

二

［
同
上
］

三

資
産
保
管
会
社
が
自
己
で
保
管
す
る
投
資
法
人
の
資
産
等
（
混
合
し
て
保

三

資
産
保
管
会
社
が
自
己
で
保
管
す
る
投
資
法
人
の
資
産
等
（
混
蔵
し
て
保

管
さ
れ
る
投
資
法
人
の
資
産
等
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

投
資

管
さ
れ
る
投
資
法
人
の
資
産
等
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

投
資

法
人
資
産
等
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
固
有
資
産
等
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区

法
人
資
産
等
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
固
有
資
産
等
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区

分
し
、
か
つ
、
当
該
投
資
法
人
資
産
等
に
係
る
各
投
資
法
人
の
持
分
そ
の
他

分
し
、
か
つ
、
当
該
投
資
法
人
資
産
等
に
係
る
各
投
資
法
人
の
持
分
そ
の
他

の
権
利
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
方
法

の
権
利
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
方
法

四

［
略
］

四

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
内
閣
府
の
所
管
す
る
金
融
関
連
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

内
閣
府
の
所
管
す
る
金
融
関
連
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
内
閣
府
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

［
略
］

［
同
上
］

損
害
保
険
料
率
算
出
団

第
六
条
の
二
及
び
第
十
条
の
五
第
七
項

損
害
保
険
料
率
算
出
団

第
十
条
の
五
第
七
項
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準

体
に
関
す
る
法
律
（
昭

体
に
関
す
る
法
律
（
昭

用
す
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

和
二
十
三
年
法
律
第
百

和
二
十
三
年
法
律
第
百

第
五
十
一
条

九
十
三
号
）

九
十
三
号
）

［
略
］

［
同
上
］

信
用
金
庫
法
（
昭
和
二

第
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三

信
用
金
庫
法
（
昭
和
二

第
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三

十
六
年
法
律
第
二
百
三

百
十
条
第
六
項
及
び
第
三
百
十
一
条
第
三
項
、
第
二

十
六
年
法
律
第
二
百
三

百
十
条
第
六
項
及
び
第
三
百
十
一
条
第
三
項
、
第
二

十
八
号
）

十
四
条
第
八
項
、
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
、
第
三

十
八
号
）

十
四
条
第
八
項
、
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
、
第
三

十
八
条
第
九
項
及
び
第
十
項
、
第
四
十
八
条
の
七
第

十
八
条
第
九
項
及
び
第
十
項
、
第
四
十
八
条
の
七
第

二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十

二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十

五
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
六
十
三
条
に
お

五
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
六
十
三
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百
九
十
四
条
第
三
項
及
び

い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百
九
十
四
条
第
三
項
及
び

第
四
百
九
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
九
条
第
一
項
に

第
四
百
九
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
九
条
第
一
項
に
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お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び

お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び

第
二
項
、
第
八
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
二
項
、
第
八
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
二
条
の
二
の
六
第
一
項
、
第
八
十
九
条

同
法
第
五
十
二
条
の
二
の
六
第
一
項
、
第
八
十
九
条

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条
の
四

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条
の
二

十
九
及
び
第
五
十
二
条
の
六
十
第
一
項
並
び
に
第
八

の
六
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
の
四
十
九
並
び
に
第

十
九
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
二

八
十
九
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十

条
の
六
十
一
の
十
二

二
条
の
六
十
一
の
十
二

［
略
］

［
同
上
］

資
金
決
済
に
関
す
る
法

第
二
十
二
条
、
第
五
十
二
条
、
第
六
十
三
条
の
十
三

資
金
決
済
に
関
す
る
法

第
二
十
二
条
、
第
五
十
二
条
、
第
六
十
三
条
の
十
三

律
（
平
成
二
十
一
年
法

及
び
第
七
十
八
条

律
（
平
成
二
十
一
年
法

、
第
七
十
八
条

律
第
五
十
九
号
）

律
第
五
十
九
号
）

別
表
第
三
（
第
五
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
五
条
関
係
）

［
略
］

［
同
上
］

損
害
保
険
料
率
算
出
団

第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
十
条
の
五
第
七
項

損
害
保
険
料
率
算
出
団

第
十
条
の
五
第
七
項
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準

体
に
関
す
る
法
律

体
に
関
す
る
法
律

用
す
る
民
法
第
五
十
一
条
第
一
項

［
略
］

［
同
上
］
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資
金
決
済
に
関
す
る
法

第
二
十
二
条
、
第
五
十
二
条
、
第
六
十
三
条
の
十
三

資
金
決
済
に
関
す
る
法

第
二
十
二
条
、
第
五
十
二
条
、
第
六
十
三
条
の
十
三

律

及
び
第
七
十
八
条

律

、
第
七
十
八
条

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
保
険
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

保
険
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
八
年
内
閣
府
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
業
務
運
営
に
関
す
る
措
置
）

（
業
務
運
営
に
関
す
る
措
置
）

第
三
十
七
条
の
三

令
第
一
条
の
六
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
改
正
令
附
則
第
三

第
三
十
七
条
の
三

令
第
一
条
の
六
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
改
正
令
附
則
第
三

条
に
規
定
す
る
金
額
以
下
で
あ
る
保
険
の
引
受
け
を
行
う
特
定
保
険
業
者
で
あ

条
に
規
定
す
る
金
額
以
下
で
あ
る
保
険
の
引
受
け
を
行
う
特
定
保
険
業
者
で
あ

っ
た
少
額
短
期
保
険
業
者
等
に
対
す
る
規
則
第
二
百
二
十
七
条
の
二
の
規
定
の

っ
た
少
額
短
期
保
険
業
者
等
に
対
す
る
規
則
第
二
百
二
十
七
条
の
二
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
第
十
五
号
イ
中
「
こ
と
。
」
と
あ
る
の
は
「

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
第
十
五
号
イ
中
「
こ
と
。
」
と
あ
る
の
は
「

こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
保
険
業
者
で
あ
っ
た
少
額
短
期
保
険
業
者
等
は
、
令
和

こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
保
険
業
者
で
あ
っ
た
少
額
短
期
保
険
業
者
等
は
、
平
成

五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
保
険
金
額
が
改
正
令
附
則
第
三
条
に

三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
保
険
金
額
が
改
正
令
附
則
第
三

規
定
す
る
金
額
以
下
で
あ
る
保
険
の
引
受
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
」

条
に
規
定
す
る
金
額
以
下
で
あ
る
保
険
の
引
受
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
、
同
号
ロ
中
「
こ
と
。
」
と
あ
る
の
は
「
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
保
険
業
者

。
」
と
、
同
号
ロ
中
「
こ
と
。
」
と
あ
る
の
は
「
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
保
険

で
あ
っ
た
少
額
短
期
保
険
業
者
等
が
一
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
引
き
受
け
る
全

業
者
で
あ
っ
た
少
額
短
期
保
険
業
者
等
が
一
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
引
き
受
け

て
の
保
険
の
保
険
金
額
の
合
計
額
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま

る
全
て
の
保
険
の
保
険
金
額
の
合
計
額
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
五
年
三
月
三

で
の
間
に
限
り
、
一
の
被
保
険
者
が
既
被
保
険
者
（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
一
の
被
保
険
者
が
既
被
保
険
者
（
平
成
三
十
年
三

日
に
改
正
令
附
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
既
契
約
者
が
締
結
し
て
い
た
保

月
三
十
一
日
に
改
正
令
附
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
既
契
約
者
が
締
結
し

険
契
約
に
係
る
被
保
険
者
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
同
項
の
規
定
に

て
い
た
保
険
契
約
に
係
る
被
保
険
者
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
同
項

よ
り
現
存
契
約
（
同
項
に
規
定
す
る
現
存
契
約
を
い
う
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同

の
規
定
に
よ
り
現
存
契
約
（
同
項
に
規
定
す
る
現
存
契
約
を
い
う
。
以
下
ロ
に

じ
。
）
の
更
改
又
は
更
新
を
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
一
の
被
保
険
者
当
た

お
い
て
同
じ
。
）
の
更
改
又
は
更
新
を
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
一
の
被
保

り
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
に
係
る
現
存
契
約
の

険
者
当
た
り
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
に
係
る
現
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保
険
金
額
（
当
該
保
険
金
額
が
二
千
万
円
を
超
え
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二

存
契
約
の
保
険
金
額
（
当
該
保
険
金
額
が
二
千
万
円
を
超
え
な
い
場
合
に
あ
っ

千
万
円
）
と
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
保
険
に
係
る
現
存
契
約
の
保
険
金
額
（
当

て
は
、
二
千
万
円
）
と
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
保
険
に
係
る
現
存
契
約
の
保
険

該
保
険
金
額
が
二
千
万
円
を
超
え
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
千
万
円
）
と
の

金
額
（
当
該
保
険
金
額
が
二
千
万
円
を
超
え
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
千
万

合
計
額
、
当
該
既
被
保
険
者
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
現
存
契
約

円
）
と
の
合
計
額
、
当
該
既
被
保
険
者
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

の
更
改
又
は
更
新
を
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
一
の
被
保
険
者

現
存
契
約
の
更
改
又
は
更
新
を
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
一
の

当
た
り
四
千
万
円
（
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
の

被
保
険
者
当
た
り
四
千
万
円
（
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ

保
険
金
額
の
合
計
額
に
つ
い
て
は
、
二
千
万
円
）
を
そ
れ
ぞ
れ
超
え
て
は
な
ら

る
保
険
の
保
険
金
額
の
合
計
額
に
つ
い
て
は
、
二
千
万
円
）
を
そ
れ
ぞ
れ
超
え

な
い
こ
と
。
」
と
、
同
号
ハ
中
「
含
む
。
）
。
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
以
下

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
」
と
、
同
号
ハ
中
「
含
む
。
）
。
」
と
あ
る
の
は
「
含

ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
。
た
だ
し
、
特
定
保
険
業
者
で
あ
っ
た
少
額
短
期
保
険

む
。
以
下
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
。
た
だ
し
、
特
定
保
険
業
者
で
あ
っ
た
少
額

業
者
等
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
総
保
険

短
期
保
険
業
者
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

金
額
が
上
限
総
保
険
金
額
を
超
え
な
い
場
合
を
除
き
、
一
の
保
険
契
約
者
に
つ

限
り
、
総
保
険
金
額
が
上
限
総
保
険
金
額
を
超
え
な
い
場
合
を
除
き
、
一
の
保

い
て
引
き
受
け
る
全
て
の
保
険
の
被
保
険
者
の
総
数
は
百
人
を
超
え
て
は
な
ら

険
契
約
者
に
つ
い
て
引
き
受
け
る
全
て
の
保
険
の
被
保
険
者
の
総
数
は
百
人
を

な
い
こ
と
。
」
と
す
る
。

超
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
」
と
す
る
。
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（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
不
動
産
信
託
受
益
権
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面

（
不
動
産
信
託
受
益
権
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面

の
記
載
事
項
の
特
則
）

の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
八
十
五
条

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
不
動
産
信
託
受

第
八
十
五
条

［
同
上
］

益
権
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一

項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
不

動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
が
宅
地
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一

号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

十
三

当
該
不
動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
が

十
三

当
該
不
動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の

種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
場
合
に
お
け
る
そ
の

瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の
履
行
に
関
し
保
証
保
険
契
約
の
締
結
そ
の
他
の

か

し

不
適
合
を
担
保
す
べ
き
責
任
の
履
行
に
関
し
保
証
保
険
契
約
の
締
結
そ
の
他

措
置
で
次
に
掲
げ
る
も
の
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
概
要

の
措
置
で
次
に
掲
げ
る
も
の
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
概
要

イ

当
該
宅
地
又
は
建
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合

イ

当
該
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の
履
行
に
関
す
る
保

し
な
い
場
合
に
お
け
る
そ
の
不
適
合
を
担
保
す
べ
き
責
任
の
履
行
に
関
す

証
保
険
契
約
又
は
責
任
保
険
契
約
の
締
結

る
保
証
保
険
契
約
又
は
責
任
保
険
契
約
の
締
結

ロ

当
該
宅
地
又
は
建
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合

ロ

当
該
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の
履
行
に
関
す
る
保

し
な
い
場
合
に
お
け
る
そ
の
不
適
合
を
担
保
す
べ
き
責
任
の
履
行
に
関
す

証
保
険
又
は
責
任
保
険
を
付
保
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
契
約
の
締
結

る
保
証
保
険
又
は
責
任
保
険
を
付
保
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
契
約
の
締
結

ハ

当
該
宅
地
又
は
建
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合

ハ

当
該
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の
履
行
に
関
す
る
債
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し
な
い
場
合
に
お
け
る
そ
の
不
適
合
を
担
保
す
べ
き
責
任
の
履
行
に
関
す

務
に
つ
い
て
銀
行
等
が
連
帯
し
て
保
証
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
契
約
の
締

る
債
務
に
つ
い
て
銀
行
等
が
連
帯
し
て
保
証
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
契
約

結

の
締
結

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
分
別
管
理
）

（
分
別
管
理
）

第
百
三
十
二
条

［
略
］

第
百
三
十
二
条

［
同
上
］

２

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
二
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
運
用
財

２

［
同
上
］

産
を
管
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
用
財
産
が
有
価
証
券
等
（
有
価
証
券

そ
の
他
の
金
銭
以
外
の
財
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ

る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
有
価
証
券
等
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価

証
券
等
（
混
合
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

証
券
等
（
混
蔵
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

運
用
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
用
有
価
証

運
用
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
用
有
価
証

券
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
自
己
の
固
有
財
産
で
あ
る
有
価

券
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
自
己
の
固
有
財
産
で
あ
る
有
価

証
券
等
そ
の
他
の
運
用
有
価
証
券
等
以
外
の
有
価
証
券
等
（
以
下
こ
の
項
に

証
券
等
そ
の
他
の
運
用
有
価
証
券
等
以
外
の
有
価
証
券
等
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
固
有
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
し

お
い
て
「
固
有
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
し

、
か
つ
、
当
該
運
用
有
価
証
券
等
に
つ
い
て
ど
の
運
用
財
産
の
有
価
証
券
等

、
か
つ
、
当
該
運
用
有
価
証
券
等
に
つ
い
て
ど
の
運
用
財
産
の
有
価
証
券
等

で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る

で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る

方
法

方
法

二

［
略
］

二

［
同
上
］

三

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価

三

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
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証
券
等
（
混
合
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

証
券
等
（
混
蔵
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

運
用
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所

運
用
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所

と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
運
用
有
価
証
券
等
に
係
る
各
運
用
財
産
の

と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
運
用
有
価
証
券
等
に
係
る
各
運
用
財
産
の

持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に

持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に

よ
り
管
理
す
る
方
法

よ
り
管
理
す
る
方
法

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
確
実
に
か
つ
整
然
と
管
理
す
る
方
法
）

（
確
実
に
か
つ
整
然
と
管
理
す
る
方
法
）

第
百
三
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
百
三
十
六
条

［
同
上
］

方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
方
法
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価

証
券
（
混
合
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

証
券
（
混
蔵
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己

法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己

の
固
有
財
産
と
分
別
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
有
価
証
券
（
以
下
こ

の
固
有
財
産
と
分
別
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
有
価
証
券
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
顧
客
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
自

の
条
に
お
い
て
「
顧
客
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
自

己
の
固
有
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
そ
の
他
の
顧
客
有
価
証
券
以
外
の
有
価
証

己
の
固
有
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
そ
の
他
の
顧
客
有
価
証
券
以
外
の
有
価
証

券
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
固
有
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場

券
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
固
有
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場

所
と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
に
つ
い
て
ど
の
顧
客
の

所
と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
に
つ
い
て
ど
の
顧
客
の

有
価
証
券
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り

有
価
証
券
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り

管
理
す
る
方
法

管
理
す
る
方
法

二

［
略
］

二

［
同
上
］

-30-



三

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価

三

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価

証
券
（
混
合
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

証
券
（
混
蔵
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

顧
客
有
価
証
券
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
と
明

顧
客
有
価
証
券
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
と
明

確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
に
係
る
各
顧
客
の
持
分
が
自
己

確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
に
係
る
各
顧
客
の
持
分
が
自
己

の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す

の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す

る
方
法

る
方
法

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
対
象
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
関
連
取
引
に
係
る
有
価
証
券
等
の
区
分
管
理

（
対
象
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
関
連
取
引
に
係
る
有
価
証
券
等
の
区
分
管
理

）

）

第
百
四
十
二
条
の
三

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
三
条
の
二
の
二
の

第
百
四
十
二
条
の
三

［
同
上
］

規
定
に
基
づ
き
財
産
を
管
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
財
産
が
有
価
証
券
等

で
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
有
価
証
券
等
を
自
己
の
固
有
財
産
と
区
分
し

て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価

証
券
等
（
混
合
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

証
券
等
（
混
蔵
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

法
第
四
十
三
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己

法
第
四
十
三
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己

の
固
有
財
産
と
区
分
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
有
価
証
券
等
（
以
下

の
固
有
財
産
と
区
分
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
有
価
証
券
等
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
に
つ
い

こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
に
つ
い

て
自
己
の
固
有
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
等
そ
の
他
の
顧
客
有
価
証
券
等
以
外

て
自
己
の
固
有
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
等
そ
の
他
の
顧
客
有
価
証
券
等
以
外

の
有
価
証
券
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
固
有
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。

の
有
価
証
券
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
固
有
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
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）
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
等
に
つ
い

）
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
等
に
つ
い

て
ど
の
顧
客
の
有
価
証
券
等
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管

て
ど
の
顧
客
の
有
価
証
券
等
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管

す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法

す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法

二

［
略
］

二

［
同
上
］

三

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価

三

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価

証
券
等
（
混
合
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

証
券
等
（
混
蔵
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

顧
客
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所

顧
客
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所

と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
等
に
係
る
各
顧
客
の
持
分

と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
等
に
係
る
各
顧
客
の
持
分

が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り

が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り

管
理
す
る
方
法

管
理
す
る
方
法

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
有
価
証
券
等
の
区
分
管
理
）

（
有
価
証
券
等
の
区
分
管
理
）

第
百
四
十
四
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規

第
百
四
十
四
条

［
同
上
］

定
に
基
づ
き
保
証
金
又
は
有
価
証
券
を
管
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
証

金
又
は
有
価
証
券
が
有
価
証
券
等
（
有
価
証
券
そ
の
他
の
金
銭
以
外
の
財
産
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

、
当
該
有
価
証
券
等
を
自
己
の
固
有
財
産
と
区
分
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価

証
券
等
（
混
合
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

証
券
等
（
混
蔵
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
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法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自

法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自

己
の
固
有
財
産
と
区
分
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
有
価
証
券
等
（
以

己
の
固
有
財
産
と
区
分
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
有
価
証
券
等
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
に
つ

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
に
つ

い
て
自
己
の
固
有
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
等
そ
の
他
の
顧
客
有
価
証
券
等
以

い
て
自
己
の
固
有
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
等
そ
の
他
の
顧
客
有
価
証
券
等
以

外
の
有
価
証
券
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
固
有
有
価
証
券
等
」
と
い
う

外
の
有
価
証
券
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
固
有
有
価
証
券
等
」
と
い
う

。
）
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
等
に
つ

。
）
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
等
に
つ

い
て
ど
の
顧
客
の
有
価
証
券
等
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保

い
て
ど
の
顧
客
の
有
価
証
券
等
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保

管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法

管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法

二

［
略
］

二

［
同
上
］

三

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価

三

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価

証
券
等
（
混
合
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

証
券
等
（
混
蔵
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

顧
客
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所

顧
客
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所

と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
等
に
係
る
各
顧
客
の
持
分

と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
等
に
係
る
各
顧
客
の
持
分

が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り

が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り

管
理
す
る
方
法

管
理
す
る
方
法

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
保
護
預
り
有
価
証
券
等
明
細
簿
）

（
保
護
預
り
有
価
証
券
等
明
細
簿
）

第
百
六
十
六
条

［
略
］

第
百
六
十
六
条

［
同
上
］

２

前
項
の
保
護
預
り
有
価
証
券
等
明
細
簿
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作

２

［
同
上
］

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］
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三

混
合
寄
託
に
係
る
有
価
証
券
の
売
付
け
又
は
買
付
け
に
つ
い
て
は
、
券
面

三

混
蔵
寄
託
に
係
る
有
価
証
券
の
売
付
け
又
は
買
付
け
に
つ
い
て
は
、
券
面

額
、
記
号
、
番
号
及
び
名
義
人
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
と
し

額
、
記
号
、
番
号
及
び
名
義
人
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
と
し

、
混
合
寄
託
で
あ
る
旨
を
明
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
混
蔵
寄
託
で
あ
る
旨
を
明
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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別紙様式第十二号（第百七十二条第一項、第百八十二条第一項関係） 

（日本産業規格А４）

第  期事業報告書 

年  月  日提出

                      商号又は名称 

                      所在地 

                      代表者の役職氏名 

（注意事項）

［略］

１ 業務の状況 

［⑴～⑾ 略］ 

⑿ 分別管理の状況 

［①・② 略］ 

  ③ 有価証券の分別管理の状況（管理場所別） 

  ［表略］ 

（注意事項）  

［１・２ 略］ 

３ 「管理方法」の欄には、混合して管理している場合には混合管理と、口座管理機関と

して管理している場合には振替決済と、それ以外の場合には単純管理と記載すること。

［４～６ 略］ 

(12－２) 対象商品デリバティブ取引関連取引に係る区分管理の状況 

（法第43条の２の２の規定に基づく区分管理の状況） 

① ［略］ 

② 有価証券等の区分管理の状況 

［表略］ 

（注意事項） 

［１・２ 略］ 

３ 「管理方法」の欄には、混合して管理している場合には混合管理と、口座管理機関と

して管理している場合には振替決済と、それ以外の場合には単純管理と記載すること。

［４～６ 略］ 

［⒀～(26) 略］ 

２ ［略］ 

別紙様式第十二号（第百七十二条第一項、第百八十二条第一項関係） 

（日本産業規格А４）

第  期事業報告書 

年  月  日提出

                      商号又は名称 

                      所在地 

                      代表者の役職氏名 

（注意事項）

［同左］

１ 業務の状況 

［⑴～⑾ 同左］ 

⑿ 分別管理の状況 

  ［①・② 同左］ 

  ③ 有価証券の分別管理の状況（管理場所別） 

  ［同左］ 

（注意事項）  

［１・２ 同左］ 

３ 「管理方法」の欄には、混蔵して管理している場合には混蔵管理と、口座管理機関と

して管理している場合には振替決済と、それ以外の場合には単純管理と記載すること。 

［４～６ 同左］ 

(12－２) 対象商品デリバティブ取引関連取引に係る区分管理の状況 

（法第43条の２の２の規定に基づく区分管理の状況） 

① ［同左］ 

② 有価証券等の区分管理の状況 

［同左］ 

（注意事項） 

［１・２ 同左］ 

３ 「管理方法」の欄には、混蔵して管理している場合には混蔵管理と、口座管理機関と

して管理している場合には振替決済と、それ以外の場合には単純管理と記載すること。

［４～６ 同左］ 

［⒀～(26) 同左］ 
２ ［同左］ 

別紙様式第十六号（第百八十七条関係） 

（日本産業規格Ａ４）

事業報告書 
年  月  日から 

年  月  日まで 

別紙様式第十六号（第百八十七条関係） 

（日本産業規格Ａ４）

事業報告書 
年  月  日から 

年  月  日まで 

年  月  日から

年  月  日まで

年  月  日から

年  月  日まで

-
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年  月  日

登録金融機関名 

所在地 

代表者氏名             印 

［１～８ 略］

９ 登録金融機関業務の状況 

当期における登録金融機関業務の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入すること。 

［⑴～⑼ 略］

⑽ 有価証券の分別管理の状況

 ［表略］

（注意事項）

［１・２ 略］ 

３ 「管理方法」の欄には、混合して管理している場合には混合管理と、口座管理機関と

して管理している場合には振替決済と、それ以外の場合には単純管理と記載すること。 

［４～６ 略］ 

(10－２) 対象商品デリバティブ取引関連取引に係る有価証券等の区分管理の状況 

［表略］ 

（注意事項） 

［１・２ 略］ 

３ 「管理方法」の欄には、混合して管理している場合には混合管理と、口座管理機関と

して管理している場合には振替決済と、それ以外の場合には単純管理と記載すること。

［４～６ 略］ 

［⑾～(21) 略］ 

年  月  日

登録金融機関名 

所在地 

代表者氏名             印 

［１～８ 同左］

９ 登録金融機関業務の状況 

当期における登録金融機関業務の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入すること。 

［⑴～⑼ 同左］

⑽ 有価証券の分別管理の状況

 ［同左］

（注意事項）

［１・２ 同左］ 

３ 「管理方法」の欄には、混蔵して管理している場合には混蔵管理と、口座管理機関と

して管理している場合には振替決済と、それ以外の場合には単純管理と記載すること。 

［４～６ 同左］ 

(10－２) 対象商品デリバティブ取引関連取引に係る有価証券等の区分管理の状況 

［同左］ 

（注意事項） 

［１・２ 同左］ 

３ 「管理方法」の欄には、混蔵して管理している場合には混蔵管理と、口座管理機関と

して管理している場合には振替決済と、それ以外の場合には単純管理と記載すること。

［４～６ 同左］ 

［⑾～(21) 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。
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（
金
融
商
品
取
引
所
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

金
融
商
品
取
引
所
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
取
引
証
拠
金
の
分
別
管
理
）

（
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
取
引
証
拠
金
の
分
別
管
理
）

第
六
十
七
条

［
略
］

第
六
十
七
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

法
第
百
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
代
用
有
価
証
券
等
（
同
条
第
五
項

３

［
同
上
］

の
規
定
に
よ
り
取
引
証
拠
金
に
充
て
ら
れ
る
有
価
証
券
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
代
用
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
及
び
次
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
を
い
う

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
管
理
す
る
金
融
商
品
取
引
所
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
代
用
有
価
証
券
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法

に
よ
り
、
当
該
代
用
有
価
証
券
等
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

有
価
証
券
（
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る

一

［
同
上
］

権
利
を
除
く
。
）

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
方
法

イ

金
融
商
品
取
引
所
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証

イ

金
融
商
品
取
引
所
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証

券
（
混
合
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

代

券
（
混
蔵
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

代

用
有
価
証
券
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
固
有
有
価
証
券
等
（
自
己
の
固
有
財

用
有
価
証
券
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
固
有
有
価
証
券
等
（
自
己
の
固
有
財

産
で
あ
る
有
価
証
券
そ
の
他
の
代
用
有
価
証
券
以
外
の
有
価
証
券
を
い
う

産
で
あ
る
有
価
証
券
そ
の
他
の
代
用
有
価
証
券
以
外
の
有
価
証
券
を
い
う

。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
し

。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
し

、
か
つ
、
当
該
代
用
有
価
証
券
に
つ
い
て
ど
の
会
員
等
か
ら
又
は
ど
の
会

、
か
つ
、
当
該
代
用
有
価
証
券
に
つ
い
て
ど
の
会
員
等
か
ら
又
は
ど
の
会

員
等
若
し
く
は
清
算
受
託
者
若
し
く
は
清
算
会
員
等
を
通
じ
預
託
を
受
け

員
等
若
し
く
は
清
算
受
託
者
若
し
く
は
清
算
会
員
等
を
通
じ
預
託
を
受
け

た
有
価
証
券
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に

た
有
価
証
券
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に
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よ
り
管
理
す
る
方
法

よ
り
管
理
す
る
方
法

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

ハ

金
融
商
品
取
引
所
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証

ハ

金
融
商
品
取
引
所
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証

券
（
混
合
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）

代

券
（
混
蔵
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）

代

用
有
価
証
券
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
は
固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
と

用
有
価
証
券
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
は
固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
と

明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
各
会
員
等
か
ら
又
は
各
会
員
等
、
各
清
算
受
託

明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
各
会
員
等
か
ら
又
は
各
会
員
等
、
各
清
算
受
託

者
若
し
く
は
各
清
算
会
員
等
を
通
じ
預
託
を
受
け
た
代
用
有
価
証
券
に
係

者
若
し
く
は
各
清
算
会
員
等
を
通
じ
預
託
を
受
け
た
代
用
有
価
証
券
に
係

る
持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ

る
持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ

と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法

と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法

ニ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
府
令
は
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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